
もしも新型コロナウイルス感染症の患者が発生、
または、訪問のあった店舗等で、消毒作業を 

行った事業所に補助金を交付します！ 
 

八代市では、新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業

者が、保健所の指導に基づき実施した事業所等の消毒、清掃作業等に対して要した

経費を補助します。 

【支援内容】 

補助金名 八代市中小企業等新型コロナウイルス感染症消毒費補助金 

補助金額 事業所あたり上限 10万円 

対象経費 

（１）市内事業所等の消毒、清掃等の実施に要した経費 

（２）専門業者への委託費 

（３）自ら消毒等を実施した場合の物品購入費及び人件費 

対 象 者 

次のいずれにも該当する者 

（１）市内に店舗、事務所、工場等の事業所を構えている者 

（２）市内事業所等において、新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または、

訪問のあった事業者 

（３）市内事業所等において、令和 2年 2月 21日以降に保健所の指導に基づき

事業所等の消毒等を実施した者 

補助要件 
新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業者が、保健所の

指導に基づき実施した事業所等の消毒、清掃作業等を実施していること。 

申請方法 
消毒等実施後 30日以内に、窓口へ直接持参又は郵送により、下記の書類を提出し

てください。（６月１日以前実施分は、制度開始後速やかにご提出ください。） 

申 請 に 

必要な書類 

（１）（様式第 1号）申請書兼請求書 

（２）保健所からの指導に基づいた消毒等であることが分かる書類 

例：消毒実施措置書のコピーなど（口頭での指導で保健所からの文書等が無い場合

は申請者作成の任意様式でも可） 

（３）消毒等の経費が分かる書類 例：領収書のコピーなど 

（４）自ら消毒等を実施した場合は、その人件費が分かる書類 

   例：従業員の賃金台帳など（申請者作成の任意様式も可） 

（５）自ら消毒等を実施した場合は、事業所等の床面積が分かる書類 

   例：賃貸借契約書のコピーなど 
 

【お問合せ先】八代市役所経済文化交流部（商工・港湾振興課） 

ＴＥＬ：０９６５－３３－８５１３ 

http://www.city.itami.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/56/syodoku_shinsei.pdf

